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船舶事故調査報告書 

 

                              令和６年８月２８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                       委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 転覆 

発生日時 令和５年９月１１日 １２時２５分ごろ 

発生場所 広島県大崎
おおさき

上
かみ

島
じま

町箱
はこ

島東方沖 

鮴崎
めばるさき

港盛谷
さかりだに

３号防波堤灯台から真方位２２５°１,３５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１５.９′ 東経１３２°５４.３′） 

事故の概要 作業船栄
さかえ

丸は、引船第二十六冨
ふ

美
み

丸がえい
．．

航中のケーソンドック

大米
だいよね

号の船尾で係船作業中、転覆した。 

栄丸は、船長及び乗組員が死亡し、機関等に濡損を生じた。 

事故調査の経過 令和５年９月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 引船 第二十六冨美丸、２２８トン 

１３４７５２、冨美船舶株式会社（Ａ社） 

３８.５１ｍ×８.５０ｍ×３.７４ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成７年２月 

Ｂ ケーソンドック 大米号 

なし、益田商会株式会社 

   ５０.５０ｍ×３７.２０ｍ×２０.００ｍ、鋼 

  機関なし 

Ｃ 作業船 栄丸、１８トン 

  ２９１－３１４０８広島、小池造船海運株式会社（Ｃ社） 

   １３.４０ｍ×４.５０ｍ×２.１９ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、３３０.９８kＷ、平成３年７月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ４９歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成１４年５月２２日 

    免 状 交 付 年 月 日 令和４年３月３０日 

    免状有効期間満了日 令和９年５月２１日 

Ｃ 作業責任者 ５２歳 

 船長Ｃ ５４歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成９年９月８日 
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免許証交付日 令和４年１２月２２日 

           （令和９年１２月２１日まで有効） 

 乗組員Ｃ ５７歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５８年８月６日 

免許証交付日 令和３年３月１５日 

           （令和８年３月１４日まで有効） 

死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 

Ｃ 死亡 ２人（船長Ｃ、乗組員Ｃ） 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ なし 

Ｃ 機関等に濡損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 ほとんどなし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、クレーンを積載したＢ船を大

崎上島町所在のＣ社の第二工場まで回航する目的で、Ｂ船を船尾にえ
．

い
．
航して引船列（以下「Ａ船引船列」という。）を構成し、令和５年

９月１０日１０時３０分ごろ兵庫県東
ひがし

播磨
は り ま

港を出港した。 

Ａ船は、船尾から長さ約４５ｍ、直径１００㎜の化学繊維製のえい
．．

航索に、Ｂ船の船首側から伸ばした直径３６㎜のワイヤを繫
つな

いで、Ａ

船引船列を構成していた。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

図１ Ａ船引船列 

 

Ｃ船は、作業責任者の指揮の下、非自航船であるＢ船の離着岸等の

操船支援の目的で、Ｃ社の協力会社の社員である船長Ｃ及び乗組員Ｃ

が乗り組み、９月１１日１２時前にＣ社前の係留地を出港した。 

作業責任者及び作業員４人は、Ｂ船の離着岸等の操船支援の目的

で、Ｃ社所有の船舶に乗り組み、Ｃ社前の係留地を出港し、１２時ご

ろ大崎上島町船
ふな

島西方沖でＢ船に移乗した。 

Ａ船引船列は、船島西方沖を約４.５ノット（kn）の速力（対地速

力、以下同じ。）で南西進中、作業責任者及び作業員４人がＢ船に移

乗してきた後、箱島東方沖を逆潮により約３kn の速力となり北東進し
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た。 

船長Ｃは、Ｃ船を船首付けでＢ船の船尾に着け、Ｃ船をＢ船の船尾

に係船する作業（以下「本件作業」という。）を行う目的で、Ｂ船の

船尾から渡された係船索の先端のアイ（輪）をＣ船の左舷から船尾側

のえい
．．

航フックに掛けた。 

作業責任者は、船長Ａに本件作業を行うことを伝えないまま、作業

を開始した。 

作業責任者は、Ｃ船は、船尾をＢ船の船尾に向けた状態でＣ社の第

二工場前まで移動すればよいと思っていた。 

Ｃ船は、Ａ船引船列の行きあしでＢ船の船尾から離れていったこと

で船尾側のえい
．．

航フックに掛けた係船索が緊張し、自船より大きいＢ

船の船尾に左舷側から引かれて右回頭しながら、左舷側に大きく横傾

斜し１２時２５分ごろ転覆した。 

(図２、写真１、図３、図４ 参照) 

 

 

 

 

 

 

 

図２ Ｃ船のＢ船への係船状況 
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えい
．．

航フック 

 

 

 

 

 

 

写真１ Ｃ船及びえい
．．

航フック 

 

 

 

 

 

 

 

図３ Ｃ船（一般配置図） 

 

 

 

 

 

 

図４ Ｃ船が転覆した状況 

 

船長Ａは、船尾方で様子を見ようとして後方を振り向いたとき、Ｂ

船の船尾方でＣ船が転覆していることに気付き、Ａ船の主機を停止

し、Ａ船引船列の速力を減じた。 

作業責任者は、周囲で警戒等に当たっていた僚船に指示をして、転

覆したＣ船から海中に飛び込んだ船長Ｃ及び乗組員Ｃの救助作業に当

たらせ、Ｃ社担当者に連絡をして、海上保安庁への通報と救急車の手

配を行わせた。 

船長Ｃ及び乗組員Ｃは、広島県呉市の医療機関で、医師により死因

が溺水と検案された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付図２ Ａ船（一般配置図）、写真

２ Ｂ船 参照） 

 その他の事項 船長Ａは、船島西方沖でＣ社の作業員がＢ船に移乗してきたことは

気付いていたが、箱島東方沖で本件作業が行われていることには気付

いていなかった。 

 

Ｃ船 
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船長Ａは、本件作業を開始することを知っていれば、無線等を使用

して相互に連絡を取りながら、適宜、Ａ船引船列を減速したり、停止

させたりするなどしていたと本事故後に思った。 

作業責任者及び船長Ｃは、これまでに新造船の進水時に引船を使用

して操船支援を行ったことはあったが、航行中のえい
．．

航船舶に本件作

業を行うことは初めてであった。 

作業責任者は、作業計画を事前に作業者全員に周知はしていなかっ

たが、現場において適宜指示を行えばよいと思っていた。 

作業責任者は、船長Ａが付近海域の操船に慣れていないと聞いてい

たので、広い海域で早めに本件作業を開始しておいた方がよいと思

い、また、Ｂ船に移乗した際、Ａ船引船列の速力が遅いと感じていた

ので、航行中に本件作業を行っても支障ないと思い、本件作業を開始

した。 

船長Ｃは、日頃から救命胴衣を着用しておらず、本事故時も着用し

ていなかった。 

乗組員Ｃは、日頃は救命胴衣を着用していたが、本事故時は着用し

ていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ あり 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし   

Ａ船引船列は、箱島東方沖を北東進中、作業責任者が、航行中に本

件作業を開始し、Ｃ船が、Ｂ船の船尾に左舷側から引かれて右回頭し

ながら左舷側に大きく横傾斜したことから、転覆したものと考えられ

る。 

 作業責任者は、本件作業を広い海域で早めに行いたいと思い、ま

た、Ｂ船に移乗した際、Ａ船引船列の速力が遅いと感じ、航行中に本

件作業を行っても支障ないと思い、本件作業を開始したものと考えら

れる。 

 Ｃ船は、航行中の自船より大きい船舶に係船する際、船尾側のえい
．．

航フックのみに係船索を取ったことから、船尾が左舷側から引かれて

右回頭しながら左舷側に大きく横傾斜して転覆したものと考えられ

る。 

 船長Ａは、Ｂ船の船尾でＣ船が本件作業をしていることを知らない

状態で、Ａ船引船列の航行を続けていたものと考えられる。 

 船長Ｃ及び乗組員Ｃは、本事故時、救命胴衣を着用していなかった

ものと考えられる。 

原因  本事故は、箱島東方沖において、Ａ船引船列が北東進中、作業責任

者が、航行中に本件作業を開始し、Ｃ船が、Ｂ船の船尾に左舷側から

引かれて右回頭しながら左舷側に大きく横傾斜したため、転覆したも
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のと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・作業責任者は、船舶の係船作業を行う際は、関係者間で作業手順

と安全確保に関する事前確認、作業中の通信手段の確保をした

上、船舶が停止した状態で行うこと。 

・小型船舶の船長は、暴露甲板で作業を行うときは、救命胴衣を着

用した上、乗組員にも救命胴衣を着用させること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

大崎上島 

事故発生場所 

（令和５年９月１１日 

１２時２５分ごろ発生） 

鮴崎港盛谷３号防波堤灯台 

船島 

箱島 

広島県 

愛媛県 

目的地 

Ａ船 

Ｂ船 

作業責任者及び 

Ｃ社作業員がＢ船

に移乗した場所 
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付図２ Ａ船（一般配置図） 

 

 

写真２ Ｂ船 

 

 


